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第 ５ 号 

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

熊本県報酬及び費用弁償条例（昭和３２年熊本県条例第１４号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第１中第１６号を第１８号とし、第１５号を第１７号とし、第１４号の次に次の２  

号を加える。 

 １５いじめ防止対策推進法会   長 日額２５，７００円ただし、日額により難い 

   （平成２５年法律第７               事由があると認められる 

   １号）第１４条第３項委   員 日額２３，１００円場合については、日額以 

   の規定により置かれる               外の方法で知事が定める 

   附属機関      臨 時 委 員 日額２３，１００円額 

 １６いじめ防止対策推進法委 員 長 日額２５，７００円ただし、日額により難い 

   第３０条第２項及び第               事由があると認められる 

   ３１条第２項の規定に委   員 日額２３，１００円場合については、日額以 

   より置かれる附属機関臨 時 委 員 日額２３，１００円外の方法で知事が定める 

             調 査 委 員 日額２３，１００円額 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 熊本県会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年熊本県条例第３号）の一部 

を次のように改正する。 

第３条第３項中「別表第１第１６号」を「別表第１第１８号」に改める。 

（提案理由） 

熊本県いじめ防止対策審議会及び熊本県いじめ調査委員会の委員等の業務内容を踏まえ、 

委員等の報酬の額を見直す必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

 


